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工事実施～変更～完了 様式の記載例 
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○○○○ 

○○市○○町 1-1-1 

○○○○住宅建設株式会社 
代表取締役 ○○○○ 

○○○-○○○-○○○○ 

○○○○ 

○○○○ 

○○市○○町 101 番地，102 番地，103 番地 

○○市○○町 1-1-2 

代表取締役 ○○○○ 

○○設計事務所株式会社 

○○○-○○○-○○○○ 

○○ ○○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ ○○○  

 

○○ ○○ 

○○○○ ○○ ○○ 
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○○○○ ○○ ○○ 

○○市○○町1-1-1 

○○○○住宅建設株式会社 
代表取締役 ○○○○ 

○○○-○○○-○○○○ 

○○市○○町101 番地，102 番地， 
103 番地 

8,000 

分譲住宅（15 住宅）の宅地造成 
（計画の詳細は，別葉の計画説明書及び計画図による） 

貯留施設（調整池） 
（計画の詳細は，別葉の計画説明書及び計画図による） 

○○○○  ○○  ○○       ○○○ 

○○○○  ○○  ○○ 

○○○○  ○○  ○○ 

○○○○  ○○  ○○ 

○○○○  ○○  ○○ 

行為後の流出係数やその面積， 
平面図の大幅な変更 

○○市宅地開発事業に関する条例（開発行為）協議中 
 

久留米市長 宛て 
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○○○○ ○○ ○○ 

○○市○○町1-1-1 

○○○○住宅建設株式会社 
代表取締役 ○○○○ 

○○○-○○○-○○○○ 

○○市○○町 101 番地，102 番地， 
103 番地 

○○○○  ○○  ○○        ○○○○ 

○○○○   ○○    ○○ 

○○○○   ○○    ○○ 

○○○○   ○○    ○○ 

○○○○   ○○    ○○ 

○○○○   ○○    ○○ 

○○○○   ○○    ○○ 

○○○○   ○○    ○○ 

○○○○   ○○    ○○ 

行為後の流出係数やその面積，平面図の大幅な変更 

○○市宅地開発事業に関する条例（開発行為） 
協議中 
 

久留米市長 宛て 



Ver.2(2025.12) 

31 

 

○○○○  ○○ ○○ 

○○市○○町1-1-1 

○○○○住宅建設株式会社 
代表取締役 ○○○○ 

○○○○   ○○      ○○     ○○○○ 

○○○○   ○○     ○○  

○○○○   ○○     ○○ 

○○市○○町 101 番地，102 番地，103 番地 

久留米市長 宛て 
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久留米市長 
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久留米市長の許可を要する行為 

久留米市 
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工事完了後について 
〇雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為 

対策工事により設置された雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行為

を行う場合は，許可を受ける必要があります。 

対策工事により設置された雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行

為，または，適用除外となる行為は，下記に示す行為のことを言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行為】 
（法第３９条・政令第１３条） 

① 雨水貯留浸透施設の敷地である土地（雨水貯留浸透施設が建築物等に設置されている
場合にあっては，当該建築物等のうち当該施設に係る部分）において物件を移動の容
易でない程度に堆積し，又は設置する行為 
・塵芥又は土砂の投棄，建設資材等を置くこと 

② 雨水貯留浸透施設を損傷する行為 
・調整池等の堤防の掘削，浸透機能を発揮する部分の閉塞 

③ 雨水貯留浸透施設の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為 
・流入口又は流出口の閉塞又は径の変更 
 

【適用除外となる行為】 
（法第３９条・政令第１２条） 

① 通常の管理行為 
管理設備及びスクリーン等の設置等雨水貯留浸透施設の維持管理のために行う行為 

② 軽易な行為 
仮設の建築物の建築その他の雨水貯留浸透施設又はその敷地である土地を一時的な

利用に供する目的で行う行為（当該利用に供された後に当該雨水貯留浸透施設の機能
が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。） 

③ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 
水防活動並びに災害復旧における一時的な流入口又は流出口の閉塞その他の河川等

に係る施設及び設備の応急復旧 

雨水貯留浸透施設機能 
阻害行為許可申請 

許可 

工事の実施 

工事の完了 

工事完了検査 

雨水貯留浸透施設の 
標識設置（久留米市） 

Yes 
No 

再検討 
雨水貯留浸透施
設機能阻害行為 
許可申請 

工事実施 
完了 
参照 P.27～ 
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 雨水貯留浸透施設機能阻害行為の際に必要な書類 

様式名 様式頁 名称 備考 記載内容確認 

様式－E P51 
雨水浸透阻害行為前後の雨

水流出量の最大値 

許可申請で提出したも

のの写し 

P.12 参照 

 

様式－F P52 

政令第９条第１項に規定す

る技術的基準に適合するこ

とを証する書類 

保全施設について作成 

P.13～18 参照 
P84 

様式－H P54 
貯留浸透施設の管理に関す

る実施計画書 

保全施設について作成 

P.22 参照 
P84 

別記様式第六 P48 
雨水貯留浸透施設機能阻害

行為許可申請書. 
新規作成します P86 

 

図面番号 名称 明示概要 備考 記載内容確認 

図面－6 
雨水貯留浸透施設の位置図 

（縮尺 1/2,500 以上） 
 

許可申請で提出

したものの写し 

P.19 参照 

 

図面－7 

雨水貯留浸透施設の現況図 

雨水貯留浸透施設の形状 

（縮尺 1/2,500 以上） 

雨水貯留浸透施設の構造の

詳細 

（縮尺 1/500 以上） 

平面図，縦断面図

及び横断面図によ

り示すこと 

流入口及び放流口

の構造を含むもの

であること 

許可申請で提出

したものの写し 

P.20 参照 

 

図面－８ 

雨水貯留浸透施設の機能を

阻害するおそれのある行為

の計画図 

当該行為により設置される

施設の形状 

（縮尺 1/2,500 以上） 

当該行為により設置される

施設の構造の詳細 

（縮尺 1/500 以上） 

平面図，縦断面図

及び横断面図によ

り示すこと 

新規作成します P88 

図面－９ 

保全工事の計画図 

保全工事に係る施設の形状 

（縮尺 1/2,500 以上） 

保全工事に係る施設の構造

の詳細 

（縮尺 1/500 以上） 

平面図，縦断面図

及び横断面図によ

り示すこと 

流入口及び放流口

の構造を含むもの

であること 

新規作成します P88 

 

資料番号 名称 明示概要 記載内容確認 

資料－4 

既設の対策施設の状況がわ

かる写真 

（写真撮影位置図を添付） 

既設対策施設の状況がわかる写真，写

真撮影位置図 
P88 

 

〇許可 

雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請を行い、問題がない場合は、「雨水貯留浸透施設

機能阻害行為許可通知書」により通知をおこないます。（様式集 P57に参考様式を掲載） 
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工事完了後 様式の記載例 
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○○市○○町 1-1-1 

○○○○住宅建設株式会社 
代表取締役 ○○○○ 

○○○○ 

○○○○ ○○ ○○ 

○○○○ ○○ ○○ 

○○○○ ○○ ○○ 

○○○○ ○○ ○○ 

○○市○○町 
101 番地，102 番地，103 番地 

○○市宅地開発事業に関する 
条例（開発行為）協議中 
 

対策施設の流出量が，行為前の流出
量以下になることを確認 

調整池の移設 

新規貯留施設（調整池）の設置 

○○○○ ○○ ○○ 

久留米市長 殿 
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窓口について 
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１ 窓口及び書類提出先 

許可担当部署は、以下のとおりです。 

管轄 担当部署 所在地 連絡先 

久留米市内 久留米市都市建設部

河川課 

〒830-8520 

久留米市城南町 15-3 

094-230-9075 

 

〇参考 福岡県内の行為における窓口及び書類提出先 

 

管轄 担当部署 所在地 連絡先 

福岡県内 

(北九州市、福岡市、 

久留米市を除く地域） 

福岡県県土整備部 

河川整備課 

〒812-8577 

福岡市博多区東公園7-7 

（県庁６階） 

092-643-3691 

 

  


